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①保安図の作成及び提出についてのお願い

②保安統括者及び保安管理者の代理者の解任にあたってのお願い

③災害発⽣時の緊急連絡先について

④⼀般粉じん関係鉱害防⽌管理者資格認定講習について【情報提供】

資料４

その他の周知事項
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①保安図の作成及び提出についてのお願い

鉱⼭保安法第４２条
鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、鉱⼭に係る保安図を作成し、これを鉱業事務所に
備え、かつ、その複本を産業保安監督部⻑に提出しなければならない。

（本条については、※罰則規定あり）
鉱⼭保安施⾏規則第４７条
第１項
鉱業権者は、法第４２条の規定に基づき作成した保安図の複本を毎年６⽉末⽇現在のものを
毎年８⽉末⽇までに提出するものとする。ただし、既に提出した保安図の複本から変更がないときは、
その旨を産業保安監督部⻑に申し出て、その提出を⾏わないことができる。

○したがって、本年も８⽉末⽇までに当部⻑あて提出されますよう、改めてお願いします。（６⽉末現在のもの）
作成にあたっては、同上規則第４７条第２項各号の規定に基づくようお願いします。ご不明な点がありましたら、
鉱⼭保安課あてお問い合わせください。

○なお、令和５年度に提出いただいた保安図について、いくつかの鉱⼭において、追加、修正が必要なものがあります
ので（個別にメール⼜は電話で連絡予定）、令和６年度にご提出の際は留意されますよう、重ねてお願いします。

○保安図については、作成及び提出について、以下のとおり規定があります。
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③災害発⽣時の緊急連絡先について

以下の連絡先に連絡をお願いいたします
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災害発⽣時の緊急連絡⽅法
地震等の⾃然災害(下記の事象)発⽣時にも、速やかに鉱⼭被害の有無等の連絡を
お願いします

以下の事項についてご連絡を
お願いします。
(分かる範囲で結構です)
• 災害発⽣⽇時・発⽣箇所
• 災害概要
• 罹災者の有無
• (罹災者がいれば)罹災の程度、
罹災者についての情報



④⼀般粉じん関係鉱害防⽌管理者資格認定講習について【情報提供】
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